
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

（
第
九
一
三
三
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 39 号

平成 16 年

5 月18日（火曜日）

一

告
　
　
示

○
新
た
に
生
じ
た
土
地
を
確
認
し
た
旨
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
治
振
興
課
）

一

○
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

二

○
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
道
路
の
位
置
指
定
（
三
件
）

（
建
　
築
　
課
）

公
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

三

○
収
去
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畜
　
産
　
課
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

五

○
落
札
者
等
の
公
示
（
二
件
）

（
会
　
計
　
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
活
動
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
旨
の
告
示

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
瀬
町
の

区
域
内
に
新
た
に
生
じ
た
次
の
土
地
を
確
認
し
た
旨
、
高
瀬
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

位
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
　
　
　
　
　
　
　
　
面
　
　
　
　
　
　
　
積

高
瀬
町
大
字
上
麻
字
中
尾
乙
一
二
四
の
四
五
か
ら
四
七
ま
で
、

二
、
四
五
〇
・
八
九
平
方
メ
ー
ト

乙
一
二
四
の
四
九
、
乙
一
二
四
の
五
五
、
乙
一
二
四
の
五
六
及
　
ル

び
乙
一
二
四
の
六
二
並
び
に
字
岩
瀬
六
〇
二
の
一
の
地
先
の
公

有
水
面
埋
立
地

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
高
瀬
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

上
　
　
　
　
　
　
欄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欄

高
瀬
町
大
字
上
麻
字
中
尾
　
　
　
　
　
高
瀬
町
大
字
上
麻
字
中
尾
乙
一
二
四
の
四
五
か
ら
四
七
ま
で
、

乙
一
二
四
の
四
九
、
乙
一
二
四
の
五
五
、
乙
一
二
四
の
五
六

及
び
乙
一
二
四
の
六
二
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在
　

地

所
　
　
在
　
　
地

三
七
〇
〇
〇
一
　
有
限
会
社
サ
ポ
ー
ト
　
有
限
会
社
サ
ポ
ー
ト
　
平
成
十
六
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
〇
九
九
　
セ
ン
タ
ー
ふ
ぁ
い
と
　
セ
ン
タ
ー
ふ
ぁ
い
と
　
五
月
一
日
　
　
介
護

一
一
三
　
　
　
　
坂
出
市
加
茂
町
七
〇
　
坂
出
市
加
茂
町
七
〇

一
番
地
一
　
　
　
　
　
一
番
地
一

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

（
第
九
一
三
三
号
）

二

一
一
一
　
　
　
　
坂
出
市
加
茂
町
七
〇
　
坂
出
市
加
茂
町
七
〇

一
番
地
一
　
　
　
　
　
一
番
地
一

三
七
〇
〇
〇
三
　
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
　
　
有
限
会
社
東
か
が
わ
　
平
成
十
六
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
一
〇
〇
　
み
な
み
　
　
　
　
　
　
福
祉
会
　
　
　
　
　
　
五
月
十
日

一
一
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
横
内
六

二
五
番
地
一

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
善
土
指
道
　
第
二
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
四
月
二
十
三
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
四
條
字
下
村
上
所
九
〇
一
―
二

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
六
・
一
八
メ
ー
ト
ル

延
長
　
四
九
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に

供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
西
土
指
道
　
第
一
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
四
月
二
十
七
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
観
音
寺
市
柞
田
町
字
横
田
丙
一
九
二
二
、
丙
一
九
二
三
及
び
同
地
先
農
道
・
水

路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
六
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

延
長
　
三
一
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

三
七
〇
〇
〇
一
　
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
　
　
有
限
会
社
東
か
が
わ
　
平
成
十
六
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
一
〇
〇
　
み
な
み
　
　
　
　
　
　
福
祉
会
　
　
　
　
　
　
五
月
十
日
　
　
介
護

一
一
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
横
内
六

二
五
番
地
一

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
十
五
条
の

十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在
　

地

所
　
　
在
　
　
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
有
限
会
社
サ
ポ
ー
ト
　
有
限
会
社
サ
ポ
ー
ト
　
平
成
十
六
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
〇
九
九
　
セ
ン
タ
ー
ふ
ぁ
い
と
　
セ
ン
タ
ー
ふ
ぁ
い
と
　
五
月
一
日
　
　
介
護

一
一
二
　
　
　
　
坂
出
市
加
茂
町
七
〇
　
坂
出
市
加
茂
町
七
〇

一
番
地
一
　
　
　
　
　
一
番
地
一

三
七
〇
〇
〇
二
　
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
　
　
有
限
会
社
東
か
が
わ
　
平
成
十
六
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
一
〇
〇
　
み
な
み
　
　
　
　
　
　
福
祉
会
　
　
　
　
　
　
五
月
十
日
　
　
介
護

一
一
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
横
内
六

二
五
番
地
一

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在
　

地

所
　
　
在
　
　
地

三
七
〇
〇
〇
三
　
有
限
会
社
サ
ポ
ー
ト
　
有
限
会
社
サ
ポ
ー
ト
　
平
成
十
六
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
〇
九
九
　
セ
ン
タ
ー
ふ
ぁ
い
と
　
セ
ン
タ
ー
ふ
ぁ
い
と
　
五
月
一
日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

（
第
九
一
三
三
号
）

三

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
四
、
九
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

零
平
方
メ
ー
ト
ル

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

平
成
十
六
年
三
月
六
日

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

●
香
川
県
公
告
第
二
百
七
十
一
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五

十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六
年
四
月
に
検
査
し
た
収
去
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
長
土
指
道
　
第
三
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
さ
ぬ
き
市
長
尾
西
字
福
家
二
〇
五
―
二
、
二
〇
八
―
三
、
二
一
〇
―
五
及
び
二

一
一
―
三

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル
及
び
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
一
六
四
・
四
五
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
二
百
七
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ホ
ー
ネ
ン
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
　
　
東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
二
番
三
号

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ダ
イ
エ
ー
坂
出
店
　
　
坂
出
市
入
船
町
二
丁
目
三
二
〇
番
地
八
号
ほ
か

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

（
第
九
一
三
三
号
）

四

香
川
県
東
か
が
わ
市
三

本
松
二
一
二
三

株
式
会
社
オ
ー
ル
イ
ン

ワ
ン
本
社
工
場

香
川
県
高
松
市
池
田
町

一
六
四
六
の
二

プ
ー
キ
ー
ト
レ
ー
デ
ィ

ン
グ
株
式
会
社
本
社
工

場
製
造
事
業
所
等
の

所
在
地
及
び
名
称

同
上

同
上

収
去

場
所

飼
料
の
名
称

平
成
十
六
年

三
月

平
成
十
六
年

三
月

平
成
十
六
年

四
月

平
成
十
六
年

三
月

平
成
十
六
年

三
月

製
造（
輸
入
）

年
　
　
　
月

一
○
・
八

一
五
・
四

一
六
・
三

九
・
八

八
・
八

三
・
二

三
・
七

三
・
八

四
・
○

三
・
○

○
・
七
六

一
・
○
四

○
・
六
二

○
・
五
六

○
・
三
○

○
・
三
○

○
・
四
四

○
・
四
四

○
・
二
三

○
・
一
五

二
・
五

五
・
九

五
・
八

七
・
三

九
・
九

三
・
七

五
・
八

五
・
二

三
・
八

四
・
○

水
分

一
三
・
二
％

水
分

一
二
・
一
％

水
分

一
二
・
五
％

水
分

四
五
・
六
％

水
分

四
七
・
四
％

プ
ー
キ
ー
ウ
エ
ッ
ト
Ｖ

（
搾
乳
用
）

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
子
牛

育
成

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
前
期

肉
牛
肥
育
仕
上
用
ハ
イ

フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ

プ
ー
キ
ー
ウ
エ
ッ
ト
Ｖ

（
乾
乳
用
）

粗
た
ん
白
質％

粗
　
脂
　
肪％

カ
ル
シ
ウ
ム％

リ
　
　
　
ン％

粗
　
繊
　
維％

粗
　
灰
　
分％

そ
の
他
の

検
　
　
　
査

違
反
の
内
容

試
　
　
験
　
　
結
　
　
果
　
　
の
　
　
概
　
　
要

栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査



な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
財
務
会
計
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
保
守
管
理
業
務
一
式

二
　
調
達
方
法
　
購
入
等

三
　
契
約
方
式
　
随
意

四
　
契
約
日
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日

五
　
契
約
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
日
本
電
気
株
式
会
社
四
国
支
社
　
香
川
県
高
松
市
中
野
町
二
九
番
二
号

六
　
契
約
金
額
　
五
二
、
九
二
〇
、
〇
〇
〇
円

七
　
随
意
契
約
の
理
由
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

八
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
出

納
局
会
計
課
　
財
務
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
　
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
六
三
五

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。）
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
、

又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
政
党
の
支
部

代
表
者
の
　
会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
　

氏
　
　
　
名
　
の
　
氏
　
名
　

香
川
県
自
由
民
主
党
軍
恩
支
部
　
塩
田
　
明
良
　
三
宅
　
正
行
　
高
松
市
前
田
西
町
一
〇
九
八
　
　
　

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

（
第
九
一
三
三
号
）

五

●
香
川
県
公
告
第
二
百
七
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県

内
場
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
諏
訪
　
博
文
　
高
松
市
川
部
町
三
九
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
六
、
三
、
一
〇

●
香
川
県
公
告
第
二
百
七
十
三
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
財
務
会
計
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
業
務
一
式

二
　
調
達
方
法
　
購
入
等

三
　
契
約
方
式
　
随
意

四
　
契
約
日
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日

五
　
契
約
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
日
本
電
気
株
式
会
社
四
国
支
社
　
香
川
県
高
松
市
中
野
町
二
九
番
二
号

六
　
契
約
金
額
　
三
五
、
七
八
四
、
〇
〇
〇
円

七
　
随
意
契
約
の
理
由
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

八
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
出

納
局
会
計
課
財
務
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
　
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
六
三
五

●
香
川
県
公
告
第
二
百
七
十
四
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



平
成
十
六
年
五
月
十
八
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
五
月
十
八
日

（
第
九
一
三
三
号
）

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/
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